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・近年、人口減少や既存住宅の老朽化等により、適切に管理が行われない住宅が増加。本市においても、築後３０年を
超える高経年マンション及び空き家も増加してきている。 

 

・今後、マンション・住宅の老朽化に伴う相談だけでなく、空き家関係（利活用、相続等）の相談も増加すると考えら
れる。 

 

・上記を踏まえ、現行制度の住宅トラブル関係相談に加え、空き家関係（利活用、相続等）の相談にも対応できる体制
を整備する。（不動産相談、相続相談の追加） 

 

【弁護士】 
・住宅全般に関
するトラブル 
相談 

・市内在住の方 
など 

【司法書士】 
・空家等の住宅
に関する相続
相談 
・市内在住の方
など 

【宅地建物取引士】 
・空家等の住宅の
利活用に関する相
談 
・市内に住宅を所
有している方など 

法律相談 管理相談 
不動産相談 

【追加】 

相続相談 

【追加】 

【マンション管理士】 
・マンション管理組
合の実務及びトラ
ブルに関する相談 
・管理組合役員、区
分所有者など 


